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２．助成対象リフォーム工事等一覧  

住宅のリフォームを伴わない設備機器、備品等の購入・設置や本町の他制度を利用する工事は対象外です。 
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1 既存住宅の改築工事  

2 浴室、キッチン、洗面室、トイレのリフォーム 
公共下水道関連工事（外部配管及び接続工

事）も含む 

3 給排水衛生設備工事 

改築・減築工事、その他リフォームによる

移設・修理・取替。 

4 給湯設備工事 

5 換気設備工事 

6 電気設備工事 

7 ガス設備工事 

8 オール電化工事  

9 屋根の葺き替え、塗装、防水工事 屋根廻りの修理なども含む 

10 外壁の張替えや塗装工事 外壁廻りの修理なども含む 

11 部屋の間仕切りの変更工事  

12 床材、内壁材、天井材の張替えや塗装等の内装工事 
床はフローリング、カーペット等。床暖房

工事も対象。 

13 床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事  

14 雨樋等の取替えや修理  

15 部屋のリフォームに伴う畳の取替え、張替え  

16 建具・開口部の取替えや新設工事 襖や障子の張替えのみは対象外 

17 造り付け収納家具工事 造作大工工事が伴うもの 

18 害虫被害に伴う建物の修繕工事 

害虫駆除のみの作業は対象外 

害虫駆除と修繕工事を一体的に実施する

場合は害虫駆除費用も対象 

19 防犯機能の付与・強化のための工事  

20 日野祭を見るための桟敷窓の設置工事  

21 個人住宅用太陽光発電システムの設置工事 公称最大出力が 10KW未満のみ対象 
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22 バリアフリー改修工事 
他制度の助成対象となる部分を除いた工

事は対象 

23 耐震改修工事 
他制度の助成対象となる部分を除いた工

事は対象 
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24 車庫、物置、倉庫等の工事 住宅ではないため対象外 

25 門扉、ブロック塀、エントランス舗装等の外構工事  

26 植樹、剪定等の植栽工事  

27 カーテン、ブラインド等の取替え  

28 
電話、インターネット、テレビアンテナなどの設置、

配線工事 
 

29 
エアコン、照明器具等電気電化製品、暖房器具、家

具、消火器等の消防用品など設備のみの購入や設置 
 

30 サンルーム、ウッドデッキなどのエクステリア工事  

31 シロアリ駆除、その他の防虫や消毒等の薬剤散布  

32 ハウスクリーニング、排水管清掃等  

 

 


